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明
治
前
期
の
外
資
排
除
に
就
て

I却i

江

減

保

=干2 ・
1_-1 

【~，'
引ヨ4

4く
に
4丸
岡
の

rJfl rf. 
凶
を
強
要
し
た
I';X 
米
諸
同
首:

商
rVB 
及
び、

資
本
市
揚
の
開
拓
聖
目
的
と
し
て
来
航
し
た
も
の
で
あ
る
以
上

我
幽
に
於
て
好
個
の
投
資
、
物
件
を
見
山
さ
ん
と
努
力
し
売
こ
と

は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
例
九
ば
幕
府
の
横
須
賀
製
銭
所
は
、
問

所
を
時
前
と
す
る
仰
凶
ゾ
シ
ヱ
一
一
T

・
ゼ
ネ
ラ
ル
上
り
の
俳
入
金

-h
十
山
両
副
卯
(
枠
組
)
を
以
で
建
設
を
殆
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

f

」
の
事
業
に
閥
櫛
し
て
、
仰
繭
阿
は
児
に
わ
が
生
糸
の
船
山
狗

占
椛
を
獲
得
せ
ん
ル
」
し
て
ゐ
る
。
ま
た
江
戸
・
駅
前
問
の
倣
逝

辿
設
に
就
て
は
、
間
見
肱
二
年
の
仰
蘭
同
組
領
事
的
一
勧
誘
、
同
一
一
-

年
の
米
人
ウ
エ
ス
ト
ウ
ィ
l
ド
の
請
願
が
あ
り
、
後
述
す
る
如

〈
、
↑
一
一
年
十
一
一
月
に
は
米
国
公
使
館
書
記
昨
日
ボ
ル
ト
メ
ン
に
制

L
、
閑
老
小
笠
原
宮
川
守
は
建
設
免
許
書
世
間
パ
へ
て
ゐ
る
。
務

明
治
前
期
的
外
資
排
除
に
就
て

蒋
忙
於
て
も
、
例
へ
ば
慶
階
一
.
年
、
鹿
児
島
蒋
は
怖
蘭
何
人
と

共
同
し
て
商
枇
を
起
さ
ん
と
し
、
同
四
年
、
怜
賀
蒋
は
突
開
資

本
と
提
携
し
て
尚
白
米
坑
の
開
設
に
清
下
し
た
。
品
川
干
の
事
例

は
、
我
が
方
に
も
外
資
を
輪
入
し
て
事
業
を
起
さ
ん
と
す
る
欲

求
心
存
し
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
外
岡
側
に

於
て
も
投
資
物
件
の
従
得
に
多
大
の
努
力
を
傾
派
し
て
ゐ
た
こ

と
を
一
不
ず
。

こ
の
外
、
倫
入
品
代
金
支
排
未
降
、
勝
川
門
川
引
世
前
川
、
務

絞
特
定
常
現
金
山
川
入
ル
干
の
形
で
、
開
港
以
後
消
落
が
外
同
人
に

負
へ
る
債
務
は
、
川
泊
四
年
の
調
賓
に
よ
れ
ば
、
利
子
を
加
へ

て
阿
百
崎
闘
を
超
土
、
明
治
新
政
府
自
身
も
前
記
ゾ
シ
一
占
テ

ゼ
不
ラ
ル
工
り

ω例
入
金
主
漣
慣
す
る
た
め
、
英
閥
東
洋
銀
行

よ
り
同
額
の
借
入
を
な
し
た
る
外
忙
、
貨
幣
司
の
粧
費
定
営
の

た
め
に
英
商
ヲ

1
ル
ー
よ
り
洋
銀
問
十
南
弗
を
仏
入
れ
、
更
に

と
れ
を
返
償
す
る
た
め
に
和
蘭
ポ

1
F
イ
ン
合
一
枇
よ
b
洋
銀
百

高
ホ
を
借
入
h
h
o
己
の
新
政
府
の
借
入
金
は
明
治
コ
一
年
九
月

ま
で
に
窓
枠
償
還
せ
ら
れ
、
諸
滞
の
負
債
も
亦
八
年
六
月
を
以

て
償
還
耐
と
た
っ
た
が
、
他
方
K
於
て
政
府
は
コ
一
年
二
一
月
、
東
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明
治
前
期
の
件
費
排
除
に
就
て

京
・
横
街
聞
の
餓
道
建
設
の
た
め
に
、
海
開
収
入
及
び
融
関
道
純

ノ
祉
を
抵
首
と
じ
て
百
高
砂
の
外
債
を
倫
敦
に
募
り
、
六
年
一
月

に
は
秩
藤
卒
、
走
者
に
供
興
す
る
琉
業
資
本
を
得
る
た
め
忙
、
年

明
十
寓
石
の
買
上
米
を
祇
営
と
し
て
二
百
四
十
寓
務
の
外
債
を

同
巴
く
倫
敦
に
募
っ
た
。

以
上
の
如
き
形
に
於
け
る
以
外
に
、
波
は
居
留
地
に
於
け
る

商
館
・
銀
行
等
の
設
立
、
紳
戸
港
等
に
於
け
る
治
船
所
共
他
諸

工
場
の
建
設
等
の
形
に
於
て
、
明
治
初
年
忙
我
闘
に
投
下
せ
ら

れ
て
ゐ
た
外
岡
資
本
は
、
査
し
少
た
か
ら
ざ
る
額
に
上
っ
た
で

あ
ら
う
。

併
し
乍
ら
明
治
政
府
は
、
努
め
て
外
資
を
排
除
せ
ん
と
試
み

た
。
我
が
商
人
を
し
て
外
岡
商
枇
に
劉
抗
す
る
を
得
し
め
ん
が

た
め
に
通
商
台
祉
を
干

ιす
る
各
種
商
枇
の
設
立
を
勧
奨
し
、

或
は
直
職
向
貿
易
彰
一
保
弘
奨
愉
し
、
ま
た
我
が
沿
悔
貿
易
に
ま

で
進
出
せ
る
米
図
太
平
洋
汽
結
合
枇
の
勢
力
を
排
除
せ
ん
と
し

て
、
岡
滴
舎
副
よ
り
一
一
一
変
合
祉
に
至
る
一
連
の
汽
柏
合
祉
に

特
別
の
保
護
そ
加
へ
た
る
が
如
昔
、
枚
胤
平
に
法
た
き
と
と
ろ
で

あ
る
。
本
摘
に
於
て
は
、
そ
の
一
々
に
就
て
述
べ
る
と
μ
」
を
避

時
開
五

I
六
巻

O 
1¥、

害事

続

O 
j¥、

け
、
た
ビ
外
岡
人
の
直
按
事
業
投
資
の
欲
求
I
C

、
己
れ

ι針
す

る
我
闘
の
態
度
と
に
就
て
、
ト
仁
左
る
事
例
を
掲
げ
て
簡
単
に
説

明
を
加
へ
る
己
と
L
す
る
。

ーー
外
資
排
除
事
例

前
掲
の
ん
向
島
決
坑
は
、
盛
舷
四
年
、
藩
主

4 

鉱
業

鍋
島
直
大
が
長
崎
裁
判
所
の
允
詐
を
得
て
英
圃
商
祉
ガ
フ
バ
と

結
約
し
、
そ
の
資
本
主
入
れ
て
近
代
的
設
備
を
施
し
た
も
の
で

あ
る
o

明
治
五
年
三
月
、
奮
務
主
は
允
許
年
限
中
(
明
油
十
年
ま

で
か
)
に
負
債
を
償
却
す
る
見
込
み
友
き
を
以
て
、

十
年
以
降

七
ヶ
年
聞
を
刺
し
、
更
に
ガ
フ
パ

O
同
枇
ボ

l
vイ
ン
商
枇
と

締
約
し
、
著
忙
よ
り
て
事
業
主
帥
甘
み
た
雪
白
主
申
請
し
た
。
け

れ
ど
も
政
府
は
、
起
草
中
の
「
日
本
坑
法
L

が
略
ぼ
脱
稿
し
、

同
法
中
に
外
聞
人
と
制
結
し
て
蹴
物
を
採
掘
す
る
を
許
さ
♂
る

旨
の
傑
項
あ
る
の
故
を
以
て
己
れ
を
許
さ
歩
、
進
ん
で
奮
佐
賀

、、

藩
と
ガ
ラ
バ
商
祉
と
の
僚
約
を
解
除
せ
ん
と
欲
し
、
外
務
省
を

し
て
英
・
蘭
各
公
使
及
び
和
蘭
商
枇
代
人
ポ

l
F
イ
ン
と
折
捗

せ
し
め
、
結
局
七
年
一
月
に
至
り
、
依
頼
洋
銀
閲
十
寓
弗
を
外

商
忙
交
相
し
で
同
炭
坑
空
白
収
し
た
。
右
の
寸
日
本
坑
法
L

第
四



ずる悩 1~長
者己をに
は と 借j は
J与をり「
業 f号、日
にや坑本
局主坑物の
すこ法主.L1C
るろの採絡
所の事]製た
布も守する
物山北る荷

は損
を掬党事に
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淡合悼本れ
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しする或試
て荒は招
共 L 組を
:~こ合な
をれ人 L
禁 を と
止 1巴成 坑

'
す
ぺ
し
』
と
あ
り
、
投
資
物
件
と
し
て
頗
る
烹
要
た
鏑
業
に
針

す
る
外
資
の
侵
入
を
金
調
的
目
つ
根
本
的
に
排
除
せ
ん
と
す
る

態
度
が
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

議
決
坑
は
、
官
収
後
間
も
な
く
後
藤
袋
二
郎
に
排
下
げ
ら
れ

た
。
後
藤
は
日
本
坑
法
を
無
慨
し
一
、
英
国
商
枇
ヂ
ヤ
ル
ヂ
l
ン

マ
セ
ソ
シ
と
結
約
し
て
事
業
主
持
ん
だ
が

R

そ
の
結
約
上
紛
議

を
生
巳
、
商
枇
は
束
京
裁
判
所
忙
訴
べ
て
被
告
(
後
藤
)
の
坑
業

を
停
止
せ
ん
己
と
を
請
求
し
た
。
原
告
は
敗
訴
と
な
り
、
更
に

山*=
心耳{
1J<I上
~等

及 裁
ぴ判

コ1同
門 Jて

ま持
主管
に た
抵が
網干
せ二
号 I，~
a、)

ι 
を と
る の

を ;J手
以は
吋ご ー寸

JJÍ~ 鋳

i此一告
oσ〉

銑行
君主 :意
投成
資立
のせ
欲サτ

4くと
は、の

再判
ぴ決
挫由、
事r1マ
しさ
to fL 
のた
-e ，。
あか
るm く
。吋て

』主
両
商

法
舶
来
川
崎
地
断
所
は
、
明
治
次
半
、
米
人
ミ

ュ

7
へッ

F
D
粧
M
H
せ
る
バ
ル
カ
ン
俄
工
所
主
政
府
に
於
て
買

(ロ)

明
拍
前
期
白
井
喪
排
除
に
就
て

牧
し
、
こ
れ
に
全
裸
漆
の
創
設
せ
る
加
州
製
鮫
川
を
移
し
加
へ

」
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。
兵
庫
が
開
港
揚
と
な
る
や
、
新
聞
の
一

と
の
地
は
東
河
附
洋
主
連
絡
す
る
阿
川
井
航
路
の
植
要
地
を
占
む

る
闘
係
k
、
他
日
の
滋
展
h
k
期
し
て
港
の
沿
岸
に
は
在
習
欧
米

人
の
経
時
に
か
i
A

る
多
一
般
の
迭
般
及
び
治
機
工
場
が
建
設
せ
ら

れ
、
現
必
の
東
川
崎
町
附
妊
に
設
立
せ
ら
れ
た

h
記
バ
ル
カ
ン

鍛
工
所
は
そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
っ
F

、
常
時
盛
ん
に
船
舶
共

他
諸
機
械
類
の
製
造
に
従
事
し
て
ゐ
た
。
か
t

込
る
欣
況
に
刺
戟

世
ら
れ
た
政
府
は
、
設
が
摘
人
に
よ
る
工
業
振
興
の
必
要
を
痛

感
し
、
己
れ
が
買
収
の
交
渉
を
す
L
め
、
六
年
四
月
五
日
米
園

昔日 償
符事
の館
章直民
子E 於
に て
移 そ
しの
た左翼
の波
で f監
あ約
弘、書

0・'1i:
交
換

L 

ιL 
て

同
所
を
7. 

と
の
貼
に
既
に
外
資
排
除
策
の
一
端
が
窺
は
れ
る
が
、
更
に

明
治
十
三
一
年
に
王
り
、
政
府
が

AM樫
1
場
及
び
鎖
山
の
排
下
を

決
志
し
て
「
工
場
梯
下
慨
則
人
を
定
む
る
に
及
び
v

工
部
省
は
同

治
相
所
が
再
び
外
人
の
粧
替
に
移
る
の
を
濠
め
防
止
す
る
の
方

策
を
講
ナ
ペ
き
を
太
政
官
に
一
一
阻
止
濡
し
た
。
印
ち
預
十
四
年
八
月

一
上
部
省
よ
り
太
政
宵
に
一
白
票
議
を
た
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に

第
五
十
六
巻

O 
ブし

第

l腕
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明
治
前
期
の
外
賓
排
除
に
就
て

よ
る
と
、
先
づ
排
下
償
制
並
に
排
下
代
金
徴
牧
万
訟
を
一
不
し
亡

然
る
後
概
要
左
の
如

f
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

『
然
れ
ど
も
恐
己
(
は
内
向
白
費
カ
龍
〈
之
に
塙
ふ
る
も
町
一
な
〈
、
恒

に
射
利
を
企
回
せ
る
外
刊
の
掌
慨
に
入
ら
ん
か
c

抑
も
兵
庫
港
は
本
邦

航
路
白
中
央
に
し
て
内
外
の
知
耐
柑
輯
し
、
謹
耐
場
の
技
庁
目
指
要
な
る

は
大
阪
錨
工
所
の
世
治
川
口
に
於
け
る
が
如
き
を
は
て
、
叫
に
米
向
田

所
有
せ
ぶ
も
円
一
を
買
収
し
、
此
工
場
を
聞
き
漸
〈
持
成
競
歩
間
酬
は
さ
ん

ー
と
す
る
に
及
ん
で
、
今
復
た
彼
羊
白
有
に
蹄
L
、
曲
断
を
私
壮
一
ら
る
れ

ば
、
党
に
利
目
厚
生
の
主
坦
に
建
ひ
、
噛
酬
の
悔
な
き
能
は
ざ
る
な
り
、

持
れ
E
も
詩
工
場
ー
と
共
に
成
規
的
如
〈
せ
ん
か
、
敢
て
裁
決
を
前
ふ
』

と
。
そ
の
裁
決
左
前
へ
る
事
項
は
、
同
造
舶
用
の
挑
下
規
則
に

「
外
人
は
請
友
〈
、
、
統
技
人
民
聯
係
し
て
請
願
す
る
も
の
、
或

は
外
人
を
以
て
組
員
又
は
役
員
と
す
る
主
許
さ
や
、
但
し
工
揚

に
必
要
友
る
技
術
者
在
使
川
ず
る
は
此
限
に
あ
ら
十
』
と
の
僚

款
を
附
記
す
る
と
と
で
あ
っ
て
、
勿
論
太
政
官
は
と
れ
を
裁
許

去
し
部
前
記
「
日
本
坑
法
」
第
四
保
山
精
一
脚
を
浩
一
車
吉
田
相
は
し

へのた
ら lifl も
れ者つの
プζ'1、と
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第
五
十
六
番

錦

旗

O 

O 

許
諾
第
十
三
僚
に
『
何
時
に
で
も
右
蒸
気
本
並
倣
遊
日
本
政
府

に
川
見
入
度
的
は
一
ん
償
え
五
割

f
利
を
添
え
賀
入
可
巾
事
』
と

買
収
保
項
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
第
二
依
に
は
『
右
鋪
道
取
克

並
取
川
之
儀
は
高
一
他
よ
り
巾
玄
候
も
の
わ
之
伎
と
も
、
決
耐

発
辻
川
訟
よ
ぷ
川
敷
候
、
尤
五
ヶ
年
之
内
取
掛
ら
ず
る
時
は
発
許

は
陵
止
す
べ
き
事
』
と
る
っ
て
、
そ
れ
は
京
前
川
俄
道
の
潤
占

栴
の
賦
興
を
意
味
す
る
。

則
前
三
年
に
一
歩
り
ボ
ル
ト
メ
ン
は
と
れ
を
新
政
府
の
免
許
欣

に
引
換
へ
ん
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
政
府
は
同
年
一
月
三
十
九

日
を
以
で
織
道
主
外
同
人
の
手
忙
を
血
る
は
氏
、
U
の
向
背
に
開

ず
る
問
題
在
れ
ば

一
に
邦
人
を
し
て
之

E
材
班
楼
せ
し
む
る
の

方
針
を
決
定
せ
る
旨
町
同
容
し
、
モ
の
要
求
を
杭
絡

L
た
。
然

る
に
掃
す
=
一
年
、
右
鋭
遣
を
官
設
す
る
こ
と
に
決
し
、
そ
の
資
金

と
し
て
百
高
砂
の
剥
撞
を
英
図
示
レ

1
シ
ヨ
.
、
ネ
ル
ソ
ン
・
レ

ー
に
委
任
す
る
や
、
米
閥
会
伎
は
こ
れ
を
以
で
ポ
ル
干
メ
ン
の

所
持
す
る
淵
出
棺
を
侵
犯
す
る
も
の
と
な
し
、
岬
鵬
貢
在
る
抗
議

を
し
て
来
た
。
政
府
は
、
中
国
官
岐
守
の
免
許
取
は
幕
府
の
大
政
米
自

還
後
、
新
政
府
の
事
業
未
だ
絡
に
つ
〈
に
五
ら
ざ
る
聞
に
典
へ

/¥ 
/ 

工部省泊草報告(前掲)3181'(5) 



ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
議
幕
府
に
そ
の
責
任
左
く
、
従
っ
て

新
政
府
も
そ
の
責
任
を
引
継
ぐ
能
は
宇
と
の
珂
巾
を
以
て
と
れ

に
、
封
時
し
、
数
次
交
渉
の
結
果
途
に
米
岡
公
使
を
し
て
そ
の
抗

議
を
撤
同
せ
し
め
か
o

こ
の
外
交
々
沙
は
兎
も
角
と
し
て
、
銭
遣
に
針
す
る
外
人
の

直
接
投
資
を
排
除
ナ
る
の
方
針
は
、
慨
に
明
治
三
年
の
始
め
に

明
定
せ
ら
れ
た
と
己
ろ
で
あ
う
て
、
』
ハ
後
英
人
ア
レ
キ
サ
ン
ド

ル
・
カ
ン
フ
ル
の
東
京
・
肢
演
間
伐
道
建
設
請
願
忙
到
し
で
も

こ
の
方
針
を
以
て
臨
ん
で
ゐ
る
。
右
も
こ
の
銚
道
を
官
設
し
而

も
資
金
を
外
債
に
減
ら
ん
と
す
る
に
針
つ
で
は
、
岡
内
に
も
盛

ん
に
異
論
が
唱
へ
ら
れ
た
が
、
と
れ
に
就
て
は
後
に
鯛
れ
る
。

コぇ

シ
モツ

キ
と
Zコ
R目
に 明
健治
rtr-J ~ 
E 勺r

交入
換 月
し、

閉 丁

函抹
の型
大 向 』

~t v 
XiよL

7Js '.9 
;及、y

( 

ー) 

電
信

円
本
蹴
民
電
信
合
耐
に
到
し
、
長
崎
・
杭
溺
岡
継
に
そ
の
海
底

電
信
総
を
隙
揚
げ
す
る
と
と
、
九
州
及
び
四
闘
の
南
方
を
廻
り

て
そ
の
海
底
線
を
敷
設
し
長
崎
・
山
明
演
の
雨
訟
を
接
続
す
る
こ

と
を
発
許
し
た
。
と
の
僚
約
を
商
議
す
る
に
世
間
師
、
同
合
枇
よ

り
海
陸
赦
と
も
忙
悉
く
架
設
せ
ん
こ
と
を
懇
請
し
た
が
、
政
府

明
時
前
期
目
持
者
排
除
に
就
て

は
、
全
国
の
降
線
は
自
ら
架
設
す
る
の
方
針
を
隠
持
し
て
と
れ

を
拍
絡
し
、
た
w
h

海
底
線
の
敷
設
及
び
陣
妨
げ
の
み
を
許
し
た

の
で
あ
っ
た
。

進
ん
で
政
的
は
明
治
六
年
、
長
崎
・
模
縮
問
の
海
底
電
線
敷

設
免
許
陀
閥
ず
る
傑
羽
を
山
崎
棄
せ
ん
と
企
て
た
。
己
れ
は
I
抹

側
の
反
割
に
逢
っ
て
成
立
し
た
か
っ
た
が
、
ー
引
の
傑
約
に
於
て

同
舎
一
世
に
何
ら
敷
設
相
判
占
檎
を
興
へ
て
を
ら
ね
の
み
在
ら
+
寸

政
府
の
長
崎
・
横
積
聞
の
院
総
が
謹
か
に
完
成
じ
た
呂
場
合
に

は
、
品
目
祉
は
附
港
聞
の
海
一
民
総
の
敷
設
を
見
合
は
す
こ
と
の
了

解
も
成
立
し
て
居
た
。
己
、
に
於
て
政
府
は
東
京
及
び
横
拍
聞
と

長
崎
と
を
結
ぶ
降
級
の
架
設
を
急
ぎ
、
七
年
一
月
そ
の
第
三
線

成
。
て
1

E

L

に
事
責
上
同
枇
に
よ
る
山
羽
海
氏
棋
は
敷
設
に
一
全

ら
や
し
て
僚
約
の
改
訂
と
左
り
、
同
1

肝
白
樺
利
は
自
然
消
滅
と

在
っ
た
。

中
央
銀
行
明
治
十
二
・
三
年
頃
我
同
聞
が
紙
幣
種

別
白
難
問
題
に
逢
済
し
た
時
、
突
一
同
公
使
園
ハ

1
タ
ス
は
時
の
大

ホ

政
卿
犬
限
声
信
に
到
し
、
外
債
を
起
し
及
び
英
同
人
を
招
聴
し

て
財
政
整
型
の
任
に
営
ら
し
む
る
の
策
を
献
じ
た
。
帥
ち
東
洋

第
五
十
六
巻

都

豊且

大 H本件
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明
拍
前
畑
山
一
件
費
排
除
に
就
て

銀
行
五
陀
人
に
し
T
横
演
に
滞
布
中
山
n

パ
ー
ト
ソ
ン
が
己
円

難
問
題
を
解
決
す
べ
き
最
適
任
者
在
る
と
と
を
稿
叫
し
て
後
、

比
パ
の
茨
木
は
内
外
人
主

「
日
本
に
於
て
一
大
銀
行
主
設
立
し
、

し
て
共
の
募
集
に
熔
ぜ
し
め
、
伎
を
介
し
て
英
国
よ
り
五
千
寓

闘
の
外
債
を
募
集
し
、
紙
幣
の
相
揚
を
以
て
金
銀
貨
を
換
算
す

れ
ば
、
銀
貨
を
吸
収
す
る
を
符
ぺ
く
、
之
に
割
増
金
を
附
し
、

抽
笈
法
に
山
り
て
返
還
し
、
紙
幣
の
償
却
を
行
は
い
弘
、

H
小平現

ド
の
財
政
維
を
救
済
し
と
、
容
易
に
整
理
白
目
的
主
達
す
る
こ

と
を
得
ペ
し
。
而
し
て
設
銀
行
設
立
の
暁
に
は
、
頭
取
B

と
し
て

ロ
パ
ー
ト
ソ
ン
を
住
命
せ
ら
れ
た

L
』
と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
十
三
年
、
大
燥
が
太
政
官
に
入
り
参
議
と
た
っ
て
財
務
部

を
地
提
ー
す
る
に
及
び
、
外
債
五
千
寓
闘
を
募
集
し
と
れ
を
以
て

紙
幣
を
鋪
却
し
正
貨
泊
川
制
主
立
つ
る
白
議
を
提
出
し
て
ゐ
る

か
必
乙
れ
は
恐
ら
く
バ

1
ク
ス
の
献
策
に
よ
っ
た
も
の
か
。

大
限
の
建
議
に
射
し
、
犬
山
川
卿
佐
野
常
民
は
、
紙
幣
整
川
崎
の

右
法
と
し
て
、
千
五
百
日
高
闘
を
輪
同
物
ロ
聞
の
先
梯
代
債
と
し

て
外
債
に
し
、
貿
易
上
不
平
均
の
去
一
相
補
充
の
川
に
叫
し
、
併

せ
て
鴨
川
増
進
の
資
に
仰
川
ず
べ
き
こ
と
を
符
巾
し
て
ゐ
る
。

館
五
十
六
谷

第

班

併
し
右
の
建
議
放
に
符
巾
に
い
ふ
と
己
ろ
の
外
市
募
集
の
事
は

政
府
白
容
る
L
と
こ
ろ
と
な
ら
や
、
十
四
年
の
政
鑓
に
よ
り

代
っ
て
松
方
公
が
大
蔵
仰
に
い
じ
、
紙
幣
整
川
刊
の
難
局
K
常
る

己
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
就
て
は
説
明
を
要
し
泣
い

が
、
公
が
、
乙
の
問
題
の
解
決
に
外
岡
九
の
力
を
祷
る
が
畑
幸

は
、
岡
家
の
鰹
同
及
び
威
信
を
止
へ
時
即
す
る
の
甚
し
き
も
の
で
あ

り
、
外
債
募
集
に
五
つ
て
は
、
現
下
の
欣
勢
よ
り
判
断
し
て
そ

の
傑
刊
の
不
利
な
る
こ
正
惣
像
忙
徐
り
あ
り
と
し
て
、
断
乎
パ

ー
ク
ス
の
献
策
に
反
射
し
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

外
資
排
除
思
想

以
上
白
如
〈
、
外
岡
人
は
あ
ら
ゆ
る
東
要
事
業
及
び
施
設
に

向
っ
て
投
資
を
企
て
売
が
、
己
れ
に
劃
す
る
戎
岡
の
態
度
は
、

終
始
己
れ
を
排
除
せ
ん
E

と
す
る
に
あ
り
、
而
も
殆

E
己
の
目
的

主
達
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ロ
管
見
に
よ
れ
ば
、
明
治
前
期
印

ゆ
り
日
清
戦
争
に
至
る
ま
で
は
、
少
く
と
も
政
府
の
政
策
と
し
て

は
、
外
資
の
一
輪
入
を
排
除
す
る
こ
と
が
根
本
方
針
で
あ
っ
た
や

う
に
思
は
れ
る

3

さ
れ
ば
己
そ
日
清
戦
争
に
際
し
て
、
悌
蘭
向

上
り
何
程
に
で
も
外
債
募
集
に
膝
ぜ
ん
と
と
を
中
山
内
た
時
も
、

明治財政史，第十二巻， 222頁
以上主主 Lて，品偉晶方正義惜，乾巻， 848-850買に掠る
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和
蘭
が
一
一
-
分
五
庄
の
利
子
に
で
一
惰
圧
干
寓
闘
の
外
債
を
引
受

け
ん
と
巾
込
ん
だ
時
に
も
、
我
闘
は
米
対
外
債
を
募
集
占
げ
る
ほ

ど
逼
迫
し
て
ゐ
た
い
と
て
、
と
れ
を
謝
抗
し
た
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
そ
の
問
、
束
洋
銀
行
よ
り
の
五
十
高
弗
の
借
金
は

兎
も
角
と
し
て
、
九
分
利
附
公
債
及
び
じ
八
A
利
阿
公
債
を
募
集

し
、
外
崎
側
よ
り
兄
て
所
前
間
接
投
資
を
一
一
党
け
た
。
そ
の
際
に

も
貨
は
詩
々
た
る
肢
討
論
が
朝
野
に
起
っ
た
。
例
へ
ば
九
分
利

附
公
債
の
担
僚
に
品
叩
市
つ
て
は
、
餓
道
尚
早
論
と
相
候
っ
て
、
「
我

榊
洲
の
七
地
を
典
し
て
外
債
を
募
集
す
、
凡
ん
己
そ
買
に
閣
を
司

る
の
賊
院
な
り
』
と
い
ふ
が
如
き
議
論
が
行
は
れ
、
士
だ
七
八
月

利
附
公
債
白
起
債
に
首
う
で
は
、
ふ
北
米
少
地
問
務
使
森
有
鵡
は

『
抑
外
債
を
興
す
と
き
は
必
剛
氏
の
開
化
を
妨
る
と
と
は
同
上

り
論
を
侠
骨
、
殊
一
史
人
民
未
だ
暗
弱
に
し
て
A
1
特
に
自
主
の
一
躍

を
得
、
白
在
の
力
を
仲
さ
ん
と
す
る
際
に
首
り
て
、
外
閣
僚
D

之
忙
一
守
あ
る
事
判
然
と
し
て
明
友
り
@
然
れ
ど
も
犬
皇
陛
下

の
諸
有
司
多
〈
は
此
道
理
を
明
解
し
粉
は
や
、
走
れ
余
が
嘆
息

に
拡
へ
ざ
る
所
な
り
。
夫
れ
政
府
の
債
共
同
内
に
存
す
る
と
、

外
岡
に
十
日
る
と
共
相
違
甚
大
な
り
。
諸
有
可
此
大
事
に
心
主
川

ひ
ざ
る
に
似
た
り
、
悲
し
み
て
も
猶
徐
あ
る
次
第
危
り
。
国
内

明
治
前
期
の
件
賓
排
除
に
就
て

の
伎
は
向
岡
酬
の
官
狙
開
化
を
謀
る
衆
人
の
泊
を
励
し
、
外
岡
債

は
之
に
反
し
で
必
氏
の
気
力
を
表
耗
せ
し
む
』
云
々
と
活
ペ
て

己
れ
に
反
封
し
て
ゐ
る
ロ

九
品
時
の
我
闘
の
情
勢
に
於
て

は
、
外
債
を
起
す
と
と
は
頗
る
危
険
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
そ

理
論
陀
於
で
は
兎
も
角
も

れ
土
り
も
光
づ
夷
狭
に
借
金
を
す
る
と
と
同
捜
が
岡
民
感
情
正

し
て
最
も
慨
は
し
き
と
こ
ん
で
あ
一
っ
た
に
相
違
た
い
。
未
だ
燦

夷
の
感
情
が
抜
け
切
ら
左
い
明
治
初
年
に
於
で
は
、
い
は
ど
そ

の
感
情
。
延
長
と
し
て
も
外
資
の
排
除
が
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
き
れ
ば
た
隈
東
信
・
伊
藤
博
文
の
如
き
外
債
論
者
は
、
反

剖
者

E
M
て
保
守
派
‘
と
呼
ぴ
、
自
ら
を
得
し
て
進
歩
沃
と
呼
ん

だ
の
で
あ
っ
て
、
卜
記
三
種
の
外
債
は
己
の
進
歩
派
の
主
張
が

勝
っ
て
起
さ
れ
た
も
の
に
外
た
ら
宇
、
大
隈
は
更
に
、
前
還
の
如

く
紙
幣
整
理
の
た
め
に
外
債
の
起
債
を
建
議
し
た
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
常
時
の
我
闘
の
情
勢
よ
り
し
て
、
外
岡
人
に
余

檎
を
掌
握
せ
ら
る
R
A

の
危
険
が
多
分
陀
存
し
た
。
松
方
区
義
は

就
に
明
治
八
年
の
「
通
貨
流
出
を
防
止
す
る
の
議

L
r於
で
『
E

高
心
外
債
を
償
却
し
各
図
在
留
官
員
の
費
用
陀
供
す
る
が
矯
め

悼
五
十
六
巻

静

蛇

頁
。3 

巻第成集料虫

1

碑

削

桐
叶

即
い
い
期

宇
一
端

蜘

州
市晃一欄

年
目
戸
復

縞
'
往

惜
諦
輔

明

H
9

成
昔
同

集
伯
吉

開
限
欧

新
大
北i

)
 

O

E

2

 

E

E

Z

 

h 



明
治
前
期
の
外
資
誹
陪
に
就
て

LM
々
外
出
す
る
所
の
現
貨
亦

E
高
を
以
て
数
ム
ベ
し
、

H
L
復
た

宜
し
く
之
を
駄
ふ
の
一
策
を
設
け
ざ
る
可
ら
ナ
。
然
る
に
現
今
岡

債
の
償
却

ι五
う
で
は
、
従
来
航
路
地
に
於
て
閉
山
す
る
所
の

来
洋
銀
行
に
委
託
し
、
都
て
共
手
を
紅
て
外
岡
依
主
へ
償
還
す

出ナ方さる
荷』てを

潟云我法
替々固と
s 1 てとのす
融 ils金。
のベキ 輩而
方、をし
法己主主て
をの握此
採事件すの
る害る如
ベ心のき
き除姿所
と三f: と よ
と策 たり
をと り自
廷 L 、然
~~主て共忙
し政弊東
て府少件
ゐ白た銀
る村山、ら古:. ~~I 

0'"輪らに

と
り
外
資
排
除
論
は
、
明
治
寸
一
年
松
方
が
寓
園
博
附
見
合
総

裁
と
し
で
巴
主
に
赴
宮
、
併
前
回
心
議
官
粂
博
覧
品
門
事
務
官
日
記

た
る
カ
ラ
ン
ツ
に
就
き
鉄
道
建
設
に
闘
す
る
意
見
春
闘
く
と
と

に
よ
っ
て
.
更
に
昨
め
ら
れ
た
己
と
L
考
へ
ら
れ
る
。
カ
ラ
ン

ツ
門
く
『
(
前
哨
)
決
し
て
外
国
人
に
死
討
を
興
へ
、
共
資
本
を

肘
ひ
て
建
染
の
事
を
友
さ
し
む
可
か
ら
歩
。
此
義
忙
就
て
は
先

年
中
現
に
法
繭
回
闘
に
て
+
夫
人
に
委
ね
大
友
る
拐
容
を
招
き
た

る
事
あ
り
。
走
れ
は
卑
官
が
現
在
に
承
知
せ
る
事
故
、
川
氏
々
も

御
忠
告
に
付
す
。
賓
に
共
筒
我
凶
の
伽
伸
容
を
招
き
た
る
は
限
り

も
無
き
事
に
あ
り
し
。
殊
に
外
国
主
戦
争
の
時
友
苫
に
至
り
て

は
、
口
走
の
如
青
鍛
路
あ
る
は
反
っ
て
無
き
に
勝
る
桂
の
大
害
あ

停
五
十
六
血
性

PJ.! 

保

腕

rl~1 

り
、
深
く
戒
し
む
可
き
事
た
り
。
別
け
て
日
本
に
於
て
永
く
濁

併し J止
叱t bιコ
忠と判、闘
」、 。平和

ペー紙 E 
青f，¥宇和
で整持
あ 却 す
るのる

H~-l の
題事
に rn
jj~ r!:r 
け最
る も
松緊
方要
(1) 0.) 

態 -
& 7~ 

型自
方友
itl る
をペ

要
す
る
に
、
外
資
白
幡
入
に
よ
っ
て
蓮
か
に
絞
消
の
建
設
を

行
は
ん
3

と
す
る
所
調
進
歩
仮
に
尉
す
る
政
治
家
並
忙
論
容
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
政
策
意
志
の
決
定
に
輿
つ
で
力
が
あ
っ
た
む

は
外
務
排
除
の
主
張
で
あ
っ
た
。
餓
道
開
設
論
者
と
し
て
異
彩

を
放
て
る
谷
場
卿
白
如
き
も
、
建
設
資
A
M
に
就
て
は
飽
く
ま
で

閥
民
資
木
に
よ
る

d

へ
き
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
文
明
閣
化
論

者
必
ヂ
し
も
外
資
微
迎
論
者
で
は
な
く
、
自
力
に
某
く
文
明
開

化
を
唱
へ
た
と
と
は
詰
立
す
べ
き
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
に
し
て
、
明
治
前
期
の
我
が
同
氏
粧
怖
の
未
だ

弧
間
程
ら
ざ
る
時
代
に
は
、
極
力
外
資
の
侵
入
を
排
除
し
、
以

て
と
の
方
面
よ
り
す
る
列
園
白
佼
崎
主
党
が
れ
る
こ
と
が
出
来

た
。
日
清
戦
争
世
粧
て
我
が
岡
氏
紅
怖
が
そ
の
基
礎
を
阿
め
、

最
平
や
外
資
自
職
入
に
よ
る
植
民
地
化
の
危
険
が
感
ぜ
ら
れ
ざ

る
に
及
び
、
乙

Lι
外
交
を
以
て
す
る
絞
消
の
間
後
が
始
う
た

の
で
あ
る
0

・

一
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